
県営林の適切な経営･管理

高原県有林を中心とした県営林の適切な経営･管理の推進

当事務所では、1,580haの面積を有する高原県有林を中心に、22団地、1,863haの県営林の経
営・管理を行っています。
特に、高原県有林は県内で最大の県有林であり、林業経営を進める人工針葉樹林と環境保全や
レクリエーション機能を発揮する広葉樹林があり、それぞれの機能が十分に発揮されるよう適
切な施業を行っています。
また、試験・研究や研修のフィールドにも活用され、林業技術の発展や人材育成に大きく貢献
しています。

⚠ 県営林内での行為には許可等の手続きが必要となりますので、そのような場合には事前に御

相談ください。
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